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重要取組シート 

取組項目 人権を尊重する取組の推進 

現状・課題 

・「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例」に基づき、平和と人権が尊重され、

多様性を認め合う社会の実現に向け、総合的に施策・事業を推進している。 

・近年では、インターネットによる誹謗中傷の悪質化や新型コロナウイルスに関す

る人権侵害が発生するなど、社会情勢の変化に伴う新たな課題に対し、適切かつ

迅速な対応が必要となっている。 

取 組 の 

内  容 

〇人権・平和啓発の推進 

 より効率的かつ効果的に事業を実施するため、従来の啓発に加え、インターネッ 

ト上での講演会や啓発動画の配信、市ホームページでのデジタルパネル展など 

ICTを活用した取組を実施する。 

 また、モニタリング等でインターネット上の部落差別・同和問題に関する差別書 

込みの実態を把握し、法務局に対し削除要請依頼を行うなど、引き続き効果的な 

取組を実施する。 

〇人権相談 

 新型コロナウイルスに関する人権相談をはじめ、多様化する相談に対し、関係部 

局との連携強化を図り、適切な対応を行う。 

〇第 3期堺市人権施策推進計画に基づく施策の推進 

 「堺市基本計画 2025」、「堺市 SDGs未来都市計画（2021～2023）」のもと 

令和 4年 3月に策定した「第 3期堺市人権施策推進計画」に基づき、各部署で 

実施する施策が着実に履行されるよう同計画の周知を図り、施策の進捗管理を行 

う。 
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前期 

（～7月） 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画に基づく取組の推進（4月～） 

□ オンデマンド配信など ICT を活用しながら、各種講演会や啓発事業を実施（4

月～） 

□ 人権相談への対応（4月～） 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画の周知 

・各局（区）総務担当課を通じて全庁通知（4月） 

・堺市人権施策推進本部常任幹事及び人権主担者への周知（4月～6月） 

□ インターネットモニタリング（4月～） 

中期 

（～11月） 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画に係る施策に関する情報共有 

・堺市人権施策推進本部常任幹事会議の開催（10月～11月） 

後期 

（～3月） 

□ 人権相談担当者スキルアップ研修及び意見・情報交換会の実施 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画に基づく施策の進捗管理 

・人権施策の実施状況（人権施策概要）の作成（12月～3月） 

次年度 

以降 

□ 差別のない平和と人権が守られる社会の実現に向け、ICTを活用しながら、各 

種講演会や啓発事業を実施 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画に基づく取組の推進 

市民人権局 人権部 
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進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画に基づく取組の推進（4月～） 

□ オンデマンド配信など ICT を活用しながら、各種講演会や啓発事業を実施（4

月～） 

□ 人権相談への対応（4月～） 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画の周知 

  ・各局（区）総務担当課を通じて全庁通知（4月） 

・堺市人権施策推進本部常任幹事及び人権主担者への周知（４～6月） 

□ インターネットモニタリング（4月～） 

中期 

（～11月） 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画に係る施策に関する情報共有 

・堺市人権施策推進本部常任幹事会議の開催（11月） 

□ 人権相談担当者スキルアップ研修を実施（9月） 

後期 

（～3月） 

□ 第 3期堺市人権施策推進計画に基づく施策の進捗管理 

・人権施策の実施状況（人権施策概要）の作成（12月～3月） 

□ 人権相談担当者意見・情報交換会を実施（1月） 
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最も貢献する 

SDGsのゴール 

ゴール番号 
人や国の不平等をなくそう 

10 

寄与する 

KPI 

堺市は年齢や性別、国籍にかかわりなく、能力を十分に

発揮できる環境が整っているまちだと思うと答えた人の

割合 

目標値（2023年度） 

35.0％ 

 


